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東日本大震災（福島第一原子力発電所事故を含む）により被災した 

在学生に対する平成 28年度の特別措置要項 

 

Ⅰ 趣 旨 

  この要項は、東日本大震災（福島第一原子力発電所事故を含む）により被災した在学生に対

して措置する、授業料・教育充実費・実験実習料（以下「授業料等」という。）の減免に関して

必要な事項を定める。 

 

Ⅱ 在学生に対する取扱い 

  １ 対象者 

   本学の学部生・大学院生のうち、『東日本大震災により、「災害救助法の適用を受けた地域」

に本人もしくは学費支弁者が居住して被災した者』（以下「被災者」という）。 

   ただし、平成 27年度末をもって、標準修業年限に達した者を除く。 

  

 ２ 経済支援特別措置の基準 

   被害状況及び現在の家計状況を勘案して、「授業料等の減免」（※1）の経済支援特別措置を

次のとおり行う。 

被害状況及び現在の家計状況 授業料等の減免 

家屋の全壊、焼失または流

失、あるいは学費支弁者の

死亡等の被災者で、 

 

現在も、家計の回復

が見込めず、修学を

継続することが困

難な者で、父母又は

父母に代わる家計

支持者の 1年間（平

成 27年 1月～12月）

の総所得金額が日

本学生支援機構第

一種奨学生選考に

おける家計基準程

度を満たす者（※2） 

春学期・秋学期の

授業料等の 1/2相

当額 

家屋の半壊など、上記に至

らない被災者で、 

 

春学期・秋学期の

授業料等の 1/4相

当額 

震災当時、福島第一原子力

発電所事故による｢警戒区

域｣｢計画的避難区域｣に指

定された地域に居住して

おり、現在も避難生活をし

ている者で、 

春学期・秋学期の

授業料等の全額 

※1 「授業料等の減免」と本学が独自に実施する他の給付奨学金制度との併用はできない。 

※2【ご参考】「日本学生支援機構第一種奨学生選考における家計基準」の目安 

家族構成 

（モデル） 

【4人世帯】（本人・父・母

（無職）・公立高校生） 

【5人世帯】（本人・父・母 

（無職）・公立高校生・中学生） 

給与収入 

（源泉徴収票の支払金額） 
822万円程度 1,000万円程度 

その他所得 

（収入－必要経費） 
390万円程度 568万円程度 

     （注）本人は自宅通学の法学部の 1年次生として、公立高校生も自宅通学として 

        目安額を算出している。 
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  ３ 経済支援措置対象者の決定 

(1) 経済支援特別措置を希望する者は、「Ⅲ 申請書類」に定める書類を平成 28 年 6 月

13日（月）までに、所属キャンパスの事務窓口（千里山キャンパスは学生センター 

奨学支援グループ、その他のキャンパスは各奨学金窓口）へ提出する。なお、対象者

は本学が設置する修学支援会議の議を経て決定する。 

（2）授業料等減免措置を申請した者は、平成 28年 5月 31日（火）までにインフォメーシ

ョンシステムから学費の延納の手続きを行うものとする。 

（3）秋学期の経済支援措置は、別途申請を必要とする。 

 

４ 適用期間 

平成 28年度１年間とする。 

ただし、平成 28年度秋学期の経済支援措置は、別途申請を必要とする。 

 

Ⅲ 申請書類 

１ 「東日本大震災」被災者特別措置申請書【平成 28年度春学期 在学生用】」 

申請者は上記をクリックしダウンロードしてください。 
２ 証明書等 

証明書等 備考 

ア 「罹災証明書」（提出必須） 既に提出済の者は提出不要 

イ 平成 27年分の「所得課税
証明書」原本（提出必須） 

（市区町村により異なるが 
概ね 6月初旬～中旬に発行） 

市区町村役場が発行する「父母」両方のものを提出、無収
入の場合でも収入・所得が「0円」と記載されたものが必要
（コピー不可） 
父母のどちらかが無収入で母が父の扶養、父が母の扶養に入っ

ている場合は、生活状況報告（申告）書（無職・無収入者用）

と併せて扶養に入っている方の保険証のコピーを提出 

ウ 平成 27年分の「源泉徴収
票」又は「確定申告書第一
表・第二表」（提出必須・コ
ピー可） 

・「源泉徴収票」：勤務先発行 

・「確定申告書第一表・第二表」：税務署発行受付印のあるも

の、なお、確定申告をしていない場合は「市町村民税申告書」

（コピー） 

エ 給与支払見込証明書 
（該当者のみ） 

平成 27年 1月以降、現在までに就職、転職した方のみ提出
（勤務先の公印による押印） 

オ 避難先住所がわかるもの 
（該当者のみ） 

住民票又は避難先での最近 1ヶ月の「住居費・水道光熱費・
電話料金請求書」等の領収書を提出（コピー） 

カ 単身赴任証明 
（該当者のみ） 

家計支持者が単身赴任をしている場合、赴任先での最近 1
ヶ月の「家賃・水道光熱費・電話料金請求書」等の領収書
を提出（コピー） 

キ 障がい者 
（該当者のみ） 

学生本人を含め同居家族に障がいのある方、原子爆弾によ
って被爆した方がおられる場合、「障害者手帳」・「被爆者手
帳」を提出（コピー） 

ク 医療費明細書 
（該当者のみ） 

同居親族に長期療養者（連続して 6 ヶ月以上、入院又は自
宅で療養中（見込みを含む）の方に限る）の方がおられる
場合、医療費に係る「領収書」のコピーを添付してくださ
い。 ※後日診断書の提出を求める場合があります。 

ケ その他 

（該当者のみ） 
・現在雇用保険等の受給者（雇用保険受給資格者証のコピー） 
・生活保護受給者（最新の生活保護決定（変更）通知書のコピー） 
・各種年金受給者（最新の年金決定通知書又は年金源泉徴収票のコピー） 
・ 生 活 状 況 報 告 （ 申 告 ） 書 （ 無 職 ・ 無 収 入 者 用 ） 

※本学が必要と認めた場合は、上記以外の書類の提出を求めることがある。 

 

http://www.kansai-u.ac.jp/mt/archives/pdf/160411_n_form02.pdf
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  3 「証明書様式集」該当者は左記をクリックしダウンロードしてください。 

   （1） 給与支払見込証明書 

   （2） 家計支持者の単身赴任 

   （3） 医療費明細書 

   （4） 生活状況報告書（申告）書（無職・無収入者用） 

 

Ⅳ その他 

１ 諸費についても同様に減免する。 

２ その他具体的な措置については、修学支援会議に一任する。 

 

以 上 

 

 

http://www.kansai-u.ac.jp/mt/archives/pdf/160411_n_form03.pdf

